
東京都子供・子育て支援総合計画（第３期）の変更について（案）

（１）乳児等のための支援給付の創設

１変更理由

２変更内容

○ 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第47号）により、改正後の子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）

において、乳児等のための支援給付を創設することとされている。

○ 乳児等のための支援給付の創設に伴い、基本指針（※）において、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の基本的記載事項（必須記載

事項）として以下の２点が新たに位置付けられている。

・特定乳児等通園支援の従事者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項を追加すること。

・乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制に関する事項を位置づけること。

※教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するため

の基本的な指針（平成26年内閣府告示第159号）

（２）満三歳以上限定小規模保育事業の創設

○ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）が令和７年４月に公布され、満三歳以上限定小規模保育事業に係る部分につい

ては、令和８年４月１日から施行することとされている。

○ 満三歳以上限定小規模保育事業の創設に伴い、市町村子ども・子育て支援事業計画において、新たに必要利用定員総数を定める必要がある

ことを踏まえ、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において、必要な変更を加えることとされている。

○ 都においては、子ども・子育て支援法に基づく都道府県子ども・子育て支援事業支援計画として、東京都子供・子育て支援総合計画（第３

期）を令和７年３月に策定しているため、以下のとおり計画を変更する。

①特定乳児等通園支援の従事者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項について、第４章に追記

②乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制に関する事項について、第３章に追記

③区市町村における教育・保育の量の見込みと確保方策について、資料編の表に満三歳以上限定小規模保育事業の欄を追加するとともに、

区市町村子ども・子育て支援事業計画の変更内容を反映

資料４

T0514817
長方形

T0514817
長方形

T0514817
長方形

T0514817
長方形
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【３  保育サービスの充実】  

＜現状と課題＞  

（質の高い保育の確保・充実）  

 ○  都は、これまでも、保育の実施主体である区市町村による、認可保育所、認証保

育所、認定こども園、家庭的保育など、地域の実情に応じた多様な保育サービスの

整備を支援してきました。  

 ○  認証保育所は、平成 13 年度の制度創設以降、都の保育施策の重要な柱の一つと

し て、 認 可 保育 所 が 対 応し 切 れ ない 大 都 市 特有 の 多 様な ニ ー ズ に 柔 軟 に 対応 し て

います。保育サービス や地域の子育て支援の充実に一層貢献していくよう、引き続

き支援していく必要があります。  

 ○  平成 30 年度からは、待機児童の保護者、育児休業満了者、夜間帯保育を必要と

す る保 護 者 がベ ビ ー シ ッタ ー を 利用 す る 場 合の 利 用 料の 一 部 の 補助 を 開 始し 、 そ

の後、一時預かりの支援など対象の拡大を図るとともに、ベビーシッターを安心し

て利用できるよう、保育の質向上に取り組む事業者を支援しています。  

 ○  引き続き保育ニーズに的確に対応し、待機児童解消を維持していくために、都内

全域の動向を踏まえるとともに、局地的な人口流入等、地域における保育ニーズの

変化にもきめ細かく対応していく必要があります。  

 ○  区市 町 村 や事 業者 が 地域 の 実 情に 応じ て 保育 サ ー ビス の向 上 に取 り 組 める よう 、

支援することが必要です。  

 ○  子 供の 育 ちを 支え る た めに 、 豊か な遊 び と 体験 の 機会 を提 供 し てい く こと は 大

切です。  

 ○  保 育人 材 の資 質向 上 の ため 研 修の 受講 を 促 進す る とと もに 、 保 育人 材 が自 ら の

専門性をより発揮できる環境を整備することが必要です。  

 ○  区市町村との連携による適切な指導監督、第三者評価の受審の促進のほか、事故

防 止の 徹 底 や事 故 が 発 生し た 場 合の 着 実 な 再発 防 止 の取 組 を 行 って い く こと が 必

要です。  

 

（全ての子供の育ちの支援）  

 ○  多様な子供や大人との関わりは、子供の育ちにとって重要です。令和５年度から

は、乳幼児期から多様な他者との関わりを持ち、子供が健やかに成長できるよう、

就 労等 の 有 無に か か わ らず 、 幼 稚園 や 保 育 所等 で 子 供を 定 期 的 に預 か る 取組 を 開

始しています。この取組では、乳幼児を利用時間の上限を設けずに預かる区市町村

の取組を支援しています。  

   なお、国においても、令和８年度より、月一定時間までの利用可能枠の中で、就

労要件を問わず、幼稚園・保育所等を利用できる「乳児等のための支援給付」（こ

ども誰でも通園制度）を創設 することと しています。  
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 ○  ライフスタイルや就労形態の多様化、特に配慮を要する子供が増加する中、実施

主体である区市町村が、延長保育や夜間保育、病児保育、障害のある児童や 医療的

ケアが必要な児童（以下、「 医療的ケア児 」という。）の対応など、ニーズに応じた

き め細 か い 保育 の 提 供 や子 供 の 育ち の 支 援 が行 え る よう 、 支 援 して い く 必要 が あ

ります。  

 ○  保育所は、地域の保護者等に対して、保育所保育の専門性を生かした子育て支援

を積極的に行うよう務める必要があります。  

 

（保育人材の確保・定着）  

 ○  より良い 保育サービス を提供する 上で、保育人材の確保は極めて重要です。  

 ○  登 録簿 記 載者 数は 増 加 して い ます が、 資 格 を有 し てい ても 保 育 以外 の 分野 に 就

業 して い る 方や 退 職 し て働 い て いな い 方 も 多く 、 こ うし た 潜 在 保育 士 の 活用 も 課

題となっています。  

 ○  都内保育士の有効求人倍率は 3.41 と、全国平均 2.42 を上回っており、保育人材

が需要に対して十分ではありません。  

 

＜取組の方向性＞  

 ○  こ れま で の取 組に よ り 待機 児 童が ほぼ 解 消 した こ とを 踏ま え 、 待機 児 童対 策 を

中心とした「量の拡大」から、「保育の質の向上」、保育の必要性の有無に かかわら

ない「子育ちの支援」 に重点をおいて施策を推進 していきます。  

 

（質の高い保育の確保・充実）  

 ○  子供のより良い育ちに資するため、質の高い 保育の確保・充実を図るため、地域

の実情に応じて保育サービス向上に取り組む区市町村や事業者を支援します。  

 〇  全ての乳幼児の「伸びる・育つ（すくすく）」と「好奇心・探究心（わくわく）」

を応 援 す る幼 保 共 通 のプ ロ グ ラム 「 と う きょ う  す く わ くプ ロ グラ ム 」 に基 づ き、

各 園の 環 境 や強 み を 活 かし な が ら、 各 園 が 設定 す る テー マ に 沿 って 、 乳 幼児 の 興

味・関心に応じた探究活動を実践する幼稚園・保育所等を支援します。（再掲）  

 ○  子 供を 主 体と した 保 育 等の 実 践や 不適 切 保 育防 止 に係 る保 育 者 向け 研 修等 に よ

り 保育 所 等 にお け る 子 供を 中 心 とし た 保 育 実践 の 普 及促 進 を 図 り、 保 育 の質 の 向

上及び保育の充実につなげます。  

 ○  保育の質の向上を図るため、事務職員や保育補助者の配置支援によって、施設長

や保育士が本来の役割に注力できる環境を整備します。  

 ○  第 三者 評 価の 受審 促 進 、区 市 町村 と連 携 し た効 果 的な 指導 監 督 を行 い ます 。 ま

た、保護者支援や配慮が必要な子供への保育力の強化など、保育従事者の資質の向

上に必要な研修を受講できる環境を整えます。  
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 ○  子供の健康及び安全の確保のため、子供の健康支援、食育の推進、施設における

環 境及 び 衛 生並 び に 安 全管 理 、 災害 へ の 備 えな ど 保 育所 保 育 指 針で 示 さ れて い る

内容を踏まえながら、散歩等の園外活動やバス送迎も含め、事故防止及び事故発生

時 の迅 速 か つ適 切 な 対 応が 図 ら れる よ う 、 区市 町 村 と連 携 し な がら 取 り 組ん で い

きます。  

 ○  また、引き続き 保育ニーズに的確に対応し待機児童解消を維持していくため、地

域 の実 情 に 応じ た 様 々 な保 育 サ ービ ス の 提 供や 、 認 可保 育 所 や 認証 保 育 所の 空 き

定 員を 活 用 して 、 保 育 ニー ズ の 変化 に 応 じ た 受 け 皿 を確 保 す る 取組 を 支 援し て い

きます。  

 

（全ての子供の育ちの支援）  

 ○  望む人誰もが、安心して子供を産み育てることができる社会の実現に向け、保育

料の無償化を図ります。  

 ○  特に支援を要する子供が増加する中、これまでの病児保育、障害児、アレルギー

児 など へ の 支援 に 加 え 、医 療 的 ケア 児 の 受 入体 制 の 整備 や 外 国 につ な が る子 供 へ

の 対応 な ど 、ニ ー ズ に 応じ た 多 様な 保 育 サ ービ ス を 提供 す る 区 市町 村 や 事業 者 を

支援していきます。  

 ○  ライフスタイルや就労形態が柔軟化・多様化する中、夜間保育や休日保育などを

行う区市町村や事業者を支援していきます。  

 ○  病 児保 育 施設 の設 置 を 促進 す ると とも に 、 ベビ ー シッ ター に よ る病 児 保育 を 受

けられるよう、急な依頼にも対応可能な体制の確保等に取り組む事業者を支援し、

取組の評価・検証を通じて事業内容の充実を目指します。  

 ○  他者との関わりの中で、非認知能力の向上など、子供の健やかな成長が図られる

よう、保護者の就労等の有無にかかわらず、保育所等で児童を定期的に預かる 取組

を推進します。併せて、支援が必要な家庭を新たなサービスにつなぎ、継続的に支

援します。  

 〇  こども誰でも通園制度について、教育・保育施設と乳児等通園支援事業者との連

携・接続に向けた区市町村の取組を促進します。  

 ○  医 療的 ケ ア等 によ り 保 育所 等 を利 用す る こ とが で きな い児 童 に 対し 、 保護 者 の

就 労等 の 有 無に か か わ らず 、 居 宅等 で 保 育 し、 保 護 者以 外 の 他 者 と の 関 わり の 中

で、非認知能力の向上など子供の健やかな成長を図 ります。  

 ○  保 育所 等 で地 域の 子 育 て家 庭 を対 象と し た 育児 相 談な どを 行 う こと に より 、 在

宅子育て家庭の孤立防止や育児不安軽減につなげる取組を支援していきます。  

 〇  全ての乳幼児の「伸びる・育つ（すくすく）」と「好奇心・探究心（わくわく）」

を応 援 す る幼 保 共 通 のプ ロ グ ラム 「 と う きょ う  す く わ くプ ロ グラ ム 」 に基 づ き、

各 園の 環 境 や強 み を 活 かし な が ら、 各 園 が 設定 す る テー マ に 沿 って 、 乳 幼児 の 興

味・関心に応じた探究活動を実践する幼稚園・保育所等を支援します。（再掲）  
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（保育人材の確保・定着）  

 ○  資格取得や就職・定着を支援するため、保育士資格取得に要する費用を補助する

とともに、就職支援と就職後のフォローや就職相談会、宿舎借り上げ支援などを実

施します。  

 ○  職 場へ の 定着 が一 層 図 られ る よう 、メ ン タ ルヘ ル スに 関す る 研 修の 取 組を 支 援

します。  

 ○  認 可外 保 育施 設に 対 す る研 修 の実 施や 、 区 市町 村 等が 行う 研 修 に係 る 経費 を 補

助します。  

 ○  職 責等 に 応じ た処 遇 を 実現 す るキ ャリ ア パ ス導 入 に取 り組 む 事 業者 を 支援 す る

とともに、保育士等キャリアアップ研修の実施を支援 します。  

 ○  事 務職 員 や保 育補 助 者 の配 置 支援 によ っ て 、施 設 長や 保育 士 が 本来 の 役割 に 注

力できる環境を整備します。（再掲）  
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【４  保育】  

 ○  保育サービスの提供に当たっては、保育士、家庭的保育者、子育て支援員など、

様々な人材が必要です。  

 ○  また、障害のある子供や食物アレルギーのある子供など、特に配慮が必要な子供

に適切に対応するためには、専門的な知識や技術を有する人材が必要になります。 

 ○  さらに、子育てに不安を抱える保護者が増加していることから、保育所をはじめ

とする保育の現場には、保育サービスの提供だけでなく、在宅の子育て家庭も含

め、保護者に対する支援も求められるようになっています。  

 

＜現状と課題＞  

（１）人材の確保  

 ①  保育士  

 ○  多様な保育ニーズに対応し、より良い保育を提供するためには、保育人材の確保

は極めて重要です。  

 ○  また、保育所の配置基準の見直しや、「乳児等のための支援給付」（こども誰でも

通園制度）の創設による影響等にも留意する必要があります。  

 

 ②  その他の保育従事者  

 ○  家庭的保育者や子育て支援員を必要とする主な保育サービスは区市町村認可に

よるものが多く、区市町村が計画的に研修を実施していくことが求められます。  

（２）資質の向上  

 ○  全ての子供の健やかな成長に資するよう、保育従事者の資質を高め、質の高い保

育及び地域の子育て支援を提供することが求められます。  

  



第４章 子供・子育て支援を担う人材の確保・資質の向上 

310 

 

＜取組の方向性＞  

（１）人材の確保  

 ①  保育士  

 ○  必要な保育士を確保するため、指定保育士養成施設の修学資金の貸付や、現任保

育従事者の保育士資格取得支援など、保育士の養成にかかわる取組を行うととも

に、就職支援から就職後の定着支援まで行う保育人材コーディネーターの配置や、

保育士就職相談会の実施、キャリアカウンセリングの実施、区市町村が行う保育人

材確保・定着に向けた取組への支援、保育従事者向けの宿舎借り上げ支援など、保

育士の確保・定着に取り組みます。  

 ○  また、職責に応じた処遇を実現するキャリアパスの導入が進むよう、キャリアパ

スの仕組みづくりに取り組む事業者を支援し、保育士の確保・定着を促進します。  

 ○  併せて、保育士等キャリアアップ研修支援事業により、技能・経験を積んだ職員

に対する国の処遇改善加算の要件となっている専門分野別研修等を実施する指定

研修実施機関を支援します。  

 ○  保育の仕事に興味を持つ高校生を対象に、保育施設での職場体験や保育士養成

施設の学校説明会を行い、保育士の仕事への理解・興味を深め、将来の保育人材の

確保に取り組みます。  

 〇  保育に特化した常設のプラットホームにより、保育士の専門性をはじめとした

保育の魅力を継続して発信するとともに、潜在保育士、高校生、現役保育士の方々

へ向けて東京都のサポート制度等の紹介を実施していきます。  

 ②  その他の保育従事者  

 ○  区市町村によっては十分な体制が整わない場合もあるため、都は、当分の間、家

庭的保育者研修を引き続き実施するほか、保育や子育て支援の仕事に関心を持ち、

各事業に従事することを希望する方などを対象に、子育て支援員研修を実施して

いきます。  

 ○  こども誰でも通園制度の実施に伴い、必要となる保育従事者の確保に努めます。 

 ○  居宅訪問型保育を担う人材を確保するため、ベビーシッター団体と連携してベ

ビーシッターの養成研修を実施します。  
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（２）資質の向上  

 ○  事業者や区市町村による研修実施の支援、都による研修の実施とともに、代替職

員確保に対する支援をはじめ受講促進に向けた環境を整備します。  

 ○  また、認証保育所を対象とした施設長研修や中堅保育士研修、研修の機会が比較

的少ない認可外保育施設の保育従事者を対象とした保育全般に関する研修を実施

します。  

 ○  障害児やアレルギー児、病児・病後児への対応、保護者対応といった様々な課題

に対応するための研修を実施していきます。  

 ○  特に、アレルギー疾患については、正しい知識を持って適切な日常生活管理が行

えるよう研修を実施し、緊急時に適切に対応できる人材を育成するとともに、事故

予防を支援します。  

 ○  保育の質の確保・向上には、保育従事者の定着が不可欠です。ライフ・ワーク・

バランスの推進や対話的な職場風土づくりなど、保育従事者にとって働きやすい

職場環境が確保されるよう、事業主を対象とした研修を引き続き実施していきま

す。  

 ○  こども誰でも通園制度に従事する者の研修を行う体制を整備し、資質の向上を

図ります。  

 ○  さらに、公開保育をはじめとする保育所間交流や園長会における意見交換など、

地域交流の促進に取り組む区市町村を支援し、保育の質の確保・向上を図ります。  
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